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（別紙５） 

企画提案書等作成要領 

 

１ 目 的 

本作成要領は、三田市個人番号カード交付・予約管理システム導入委託業務公募型プロポーザル

（以下、プロポーザル）を実施するにあたり、参加事業者が提出する企画提案書等の作成について、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 企画提案書等の作成について 

（１）共通事項 

企画提案書等の作成にあたり、全般的な留意事項は以下のとおりとする。 

①「三田市個人番号カード交付・予約管理システム導入委託業務仕様書（別紙１）」（以下、仕様

書という。）は、本市が求める要件を定めたものであるため、企画提案書等の作成にあたっては

それらの趣旨を十分に踏まえて記述すること。記述漏れなどの不備、具体性に乏しい記述等が

ある企画提案書等は適正な評価ができないため、当該提案書を提出した参加事業者の評価が低

くなる場合も考えられるので十分留意すること。 

  また、調達機器等について、その構成と能力が明らかに妥当なものとなっていない場合は、失格

になるので十分留意すること。 

② 可能な限り、記述等の根拠等になる証拠書類等があれば、その写し又は資料等の抜粋データ、

導入システム等の画面コピー等を企画提案書の添付資料として添付すること。 

③仕様書に示した要件以外で、当市にとって優位であると考えられる提案がある場合は、その内

容について記載すること。 

  ④提案内容は、提案のポイントを箇条書きにするなど、専門的知識を持たない者でも理解できる

ように、表又は図等を活用し、簡潔かつ分かりやすい表記とすること。 

  ⑤専門用語や略語を使用する場合には、初出の箇所に一般用語を用いて定義を記述すること。 

   また、必要に応じて注釈を付記すること。 

⑥提出書類については、下記の事項に留意すること。 

・提出書類の枚数については特にページ数の制限は設けないが、提案側及び評価側の負担が大

きくならないよう配慮した適切な枚数とすること。 

   ・提出書類のサイズはＡ４判に統一すること。ただし、必要に応じてＡ３判折り込みも可とす

る。（Ａ３版は片袖折にして綴じ込むこと。） 

   ・提出書類のうち工程表については、見やすいものとなるよう工夫すること。（Ａ３判折り込み

も可。Ａ３版は片袖折にして綴じ込むこと。） 

・プロポーザル実施要領「１.業務概要(4)に示した特定テーマに対する取り組み方法については

提案書の中に具体的に記載すること。 

・仕様書、実施要領、本作成要領に該当しない内容で本市にとって有益なものがあれば具体的な内容

にて提案すること。 

 

３ 企画提案書の内容 

企画提案書は、本作成要領の「４ 選定方法等」の「（３）評価項目及び内容」を踏まえて提案書

を作成すること。なお、下記の項目については、番号(★３－Ａ…)を入れる等、項目の説明がわかる
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ように工夫し、提案書内に詳しく記載すること。また、システム間の連携等の場合におけるキー項

目がある場合は明示すること。 

   

★３－Ａ 導入予定システムの特徴について、（仕様書 P1_2 目的）に照らして具体的に提案して 

ください。【評価項目：(1)業務全般に対する考え方】 

   

★３－Ｂ （仕様書 P5_10 その他(1)）を踏まえ、導入作業が円滑に進む体制について、他自治体 

等での導入事例などを参考に具体的に提案してください。【評価項目：(2)システム導入体制】 

 

★３－Ｃ 本市ネットワーク環境（仕様書 P2_6(1)本システムの構成等）を踏まえ、他市で運用中 

のシステム稼働状況等を参考に（仕様書 P1_3 導入方針）を踏まえ、実現可能なものを具体的に

提案してください。【評価項目：(4)提案内容の実現性】 

 

  ★３－Ｄ （仕様書 P2～P4_6 本システムの要件）を踏まえ、業務効率化、職員の負担軽減を考 

慮したシステムであることを提案してください。 

【評価項目：(4)提案内容の実現性】【評価項目：(12)画面視認性及び操作性】 

  

★３－Ｅ （仕様書 P1_3 導入方針）を踏まえ、予算の範囲内で見積書を作成し、見積に対する説

明をしてください。特に毎年度のランニングコストであるシステム利用料等[月額]に対する低廉

化を図る提案をしてください。【評価項目：(5)本業務導入の費用】 

 

★３－Ｆ（仕様書 P3_6 本システムの要件(4)利用者側機能）①から⑦まで確認し、市民が快適に

予約できるシステムの内容で評価しやすい提案書となるよう工夫して作成してください。また、

本システムで対応できない場合はその旨、記載してください。 

【評価項目（特定）：(6)機能要件③】 

特に、次の項目について、本システムでの管理方法について詳しく提案してください。 

◇（4)利用者側機能⑦）の不備がでない対策、不備の場合交付できない旨の承諾チェック欄の

有無、無の場合の代替案。 

 ◇交付及び勧奨通知後の市民予約方法の利便性向上対応について（ＱＲコード等の活用）(必須 

キー項目を明示すること) 

 

★３－Ｇ（仕様書 P2～P3_6 本システムの要件(3)職員側機能）①から⑫まで確認し、職員が円滑

に操作できるシステムの内容で評価しやすい提案書となるよう工夫して作成してください。ま

た、本システムで対応できない場合はその旨、記載してください。 

【評価項目（特定）：(7)機能要件②】 

特に、次の項目について、本システムでの管理方法について詳しく提案してください。 

◇地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からカード到着後の在庫登録から予約、交付日入力ま

での一連の作業について（カード入荷～交付前設定処理～保管～交付通知書発送～交付予約～

交付～交付後の後処理） 

◇個人番号カード作成情報の取り込み作業の業務負担軽減及び効率化について 

◇交付及び勧奨通知対象者の把握方法及び通知作業等の業務負担軽減及び効率化について 

◇（(3)職員側機能⑥）のアからケまでの本システムでの適切な管理方法 
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 ◇申請時来庁方式による申請からカード発送までの一連の作業 

   ◇本システムから提供可能なＣＳＶを活用した管理方法 

   

★３－Ｈ （仕様書 P2～P4_6 本システムの要件、7 ハードウェア要件）を踏まえ、適正かつ快 

適に稼働するシステムであること及びデータ容量の確保ができているシステムであること等を 

提案してください。【評価項目：(8)システム稼働環境及びシステム能力】 

 

 ★３－Ｉ （仕様書 P2～P4_6 本システムの要件、7 ハードウェア要件）を踏まえ、情報系端末 

(本システム)との円滑な連携方法を提案してください。【評価項目：(9)システム間連携】 

①データセンターのクラウドとの連携方法 

②インターネットサイトからの予約の連携方法 

③住基システムとの連携方法について（USB 等にて連携は可。連携時のキー情報を記載のこと。） 

 

  ★３－Ｊ （仕様書 P2_6 本システムの要件(2)基本要件）①から⑩まで確認し、説明が必要な要

件については説明を記載するなど、評価しやすい提案書となるよう工夫して作成してください。 

   【評価項目：(10)機能要件①】 

    

  ★３－Ｋ（仕様書 P4_6 本システムの要件(5)その他要件）②から⑧まで確認し、円滑に作業がで

きるシステム内容を評価しやすい提案書となるよう工夫して作成してください。また、本シス

テムで対応できない場合はその旨、記載してください。【評価項目：(11)機能要件④】 

   特に、次の項目について、本システムでの管理方法について詳しく提案してください。 

   ◇カード管理簿を効率的に作成できる仕組み 

   ◇電子証明書の更新予約方法 

   ◇カード入荷データの文字化け対応 

 

★３－Ｌ（仕様書 P4_7 ハードウェア要件）を踏まえ、周辺機器の構成と能力が適した内容である

ことを提案してください。【評価項目：(13)調達機器等】 

 

★３－Ｍ（仕様書 P5_８セキュリティ要件）を踏まえ、万全のセキュリティ対策であることを提案

してください。【評価項目：(14) セキュリティ対策】 

 

★３－Ｎ（仕様書 P5_８セキュリティ要件(7)）を踏まえ、貴事業者のデータセンターの概要につ

いて簡潔に説明してください。【評価項目：(14) セキュリティ対策】 

 

★３－Ｏ（仕様書 P5_９障害・運用・保守対応）を踏まえ、提案してください。 

【評価項目：(15) 障害対応】【評価項目：(16) 保守対応】 

 

  ★３－Ｐ（仕様書 P4_6 本システムの要件(5)その他要件①）の本市が保有するカード管理簿全件

データの作業工程を提案してください。【評価項目：(18) データ移行】 

 

★３－Ｑ（仕様書 P5～P6_10 その他(2)(3)）を踏まえ、提案してください。 

【評価項目：(19) 職員研修】 
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４ 選定方法等 

（１）プロポーザル審査会による選定 

選定は以下の５名の委員により行うものとする。 

        ・委員長  三田市地域創生部市民協働室長 

    ・委 員  経営管理部行政管理室ＩＣＴ推進課長 

・委 員  地域創生部市民協働室市民課長 

    ・委 員  地域創生部市民協働室市民課副課長 

    ・委 員  地域創生部市民協働室市民課職員 

 

（２）選定方法 

・選定方法は、提出書類及びプレゼンテーションに基づき、次の表に掲げる＜審査基準＞の

選定項目を採点することにより順位を決定する。採点では、（１）の５名の委員がそれぞれ評

価を行い、合計点数をその事業者の評価点数とする。 

５名の委員の合計評価点数が最高となった事業者を候補者とするが、評価点数が満点(200

点×5 名=1,000 点)の６割(600 点)を超えていることを選定の条件とする。なお、評価点数が

同点の場合の優先項目は次の順番とする。 

①＜審査基準＞選定項目の№2 特定テーマに対する企画提案の得点が高い者 

②見積書の金額が低い者 

・見積額が見積上限額を超えている場合は無効となり、失格とする。 

・本プロポーザルに参加する事業者が１者のみの場合においても、プロポーザルを実施し、

評価点数が満点の６割を超えていることを選定条件として、その事業者を選定する。 

    

＜審査基準＞ 

№ 選定項目 配点 № 選定項目 配点 

１ 全体的な内容 ５０ ７ システム運用・保守 ２５ 

２ 特定テーマ ４０ ８ システム構築・適用作業 １５ 

３ システム機能 １０ ９ 導入支援 ５ 

４ 機能要件 ２０ 10 その他 ２０ 

５ 業務効率化 １０ 
合   計 ２００ 

６ 調達機器等 ５ 

 

（３）評価項目及び内容 

評価項目における、評価内容、配点及び評価手法は、次の表のとおりとする。 

選定項目 

評価項目 評価内容 配点 
評価

手法 

１ 全体的な内容  

(1)業務全般に対する考

え方 

委託業務の背景、目的が適切に理解されており、提案内容の

方向性が当市の目的に即しているか。 
5 ① 
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(2)システム導入体制 
システム導入体制および役割分担について、具体的に記載さ

れているか。 
5 ① 

(3)意欲、期待 

提案書の内容がわかりやすいか。 

プレゼンテーション時の説明内容や姿勢から、業務への取組

に対する意欲が感じられ、また、期待ができるか。 
10 ② 

(4)提案内容の実現性 
提案内容が、円滑かつ確実に実現可能なものであるか。また、

当市と同規模以上の自治体への導入実績があるか。 
10 ② 

(5)本業務導入の費用 
予算の範囲内で見積書が作成できているか。特に、システム

利用料等[月額]に対する低廉化が図れているか。 
20 ③ 

 ２ 特定テーマ 

(6)機能要件③ 
仕様書の本システムの要件のうち（４）利用者側機能①～⑦

について要件を満たしているか。 
20 ③ 

(7)機能要件② 
仕様書の本システムの要件のうち（３）職員側機能①～⑫に

ついて要件を満たしているか。 
20 ③ 

３ システム機能  

(8)システム稼働環境及

びシステム能力 

Web ブラウザで利用可能な Web 方式による稼働システムであ

るか。また、本市のシステム要件及びハードウェア要件で動

作することの確認及びデータ容量等の確保ができているか。 
5 ① 

(9)システム間連携 
ＣＳ端末及び基幹系端末(住基システム)と情報系端末(本シ

ステム)との連携方法について 
5 ① 

４ 機能要件  

(10)機能要件① 
仕様書の本システムの要件のうち（２）基本要件①～⑩につ

いて要件を満たしているか。 
10 ② 

(11)機能要件④ 
仕様書の本システムの要件のうち（５）その他要件②～⑧に

ついて要件を満たしているか。 
10 ② 

５ 業務効率化  

(12)画面視認性及び 

操作性等 

見やすい画面構成になっているか。業務効率化、職員の負担

軽減を考慮したものとなっているか。 
10 ② 

６ 調達機器等  

(13)調達機器等 周辺機器の構成と能力は、妥当なものとなっているか。 5 ① 

７ システム運用・保守  

(14)セキュリティ対策 
三田市行政情報セキュリティ基本方針を理解した上で、セキ

ュリティ対策が具体的に記載されているか。 
10 ② 

(15)障害対応 
障害対策について、具体的に記載されており、円滑な業務稼

働が可能か。また、バックアップ等の方法について具体的に

記載されており、安全性が確保されているか。 
5 ① 

(16)保守対応 
保守業務の内容及びサポート体制が具体的に記載されてお

り、かつその内容とコスト面を合わせて妥当なものとなって

いるか。 
10 ② 
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８ システム構築・適用作業  

(17)システム構築・適用

作業 

システムの構築・適用作業（予定スケジュール）について、

方法や時期が実現可能な内容となっており、確実なシステム

導入が期待できるか。 
5 ① 

(18)データ移行 

データ移行範囲と手法について具体的に記載されており、安

心・安全なデータ移行が可能となっているか。 

また、職員の負担軽減を考慮したものとなっているか。 
10 ② 

９ 導入支援  

(19)職員研修 

研修内容、時期等について具体的に記載されており、その内

容が充実しているか。 

また、端末操作マニュアル及び運用マニュアルが整備されて

いるか。 

5 ① 

１０ その他 

(20)その他機能等 
作業負担の軽減及び事務処理の効率化に有効と思われる機能

があるか。 
20 ③ 

 

【評価手法①】  【評価手法②】     【評価手法③】 

特に優れている 5 点  特に優れている 10 点  

  

特に優れている 20 点 

優れている 4 点  優れている 8 点 優れている 16 点 

標準 3 点  標準 6 点 標準 12 点 

やや劣っている 2 点  やや劣っている 4 点 やや劣っている 8 点 

劣っている 1 点  劣っている 2 点 劣っている 4 点 

評価しない 0 点  評価しない 0 点 評価しない 0 点 

 

５ 経費見積書等の作成について 

（１）共通事項 

  ①仕様書等の趣旨を理解した上で見積価格を積算し、「見積書」（Ａ４版とし、様式自由）を作成

すること。 

  ②見積書は、Ａ：システム導入（構築・機器購入等）経費[一括]とＢ：システム利用料等[月

額]の２種類を作成すること。 

③見積価格は、提案内容の評価に際し参考として利用するものであること。 

  ④見積価格は、消費税・地方消費税を含まずに積算すること。 

  ⑤宛名は三田市長とする。 

（２）見積価格の積算について 

   見積もりにあたっては、以下の項目について項目別に積算し、Ａ及びＢそれぞれ総額の積算を

行うこと。また、システム稼動にあたり、特に必要と思われる場合には、別に項目を追加するこ

と。項目を追加した場合であっても、見積上限額を超えてはならないものであること。 

  

【Ａ：システム導入経費[一括]】 

  ①システム導入費用 

   以下の項目ごとに積算すること。また、項目として設定していないものについては、まとめて

積算してもよい。特に別記の必要な項目は追加すること。 

   ・プロジェクト管理 
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   ・打合せ等仕様詳細作成 

   ・システム導入基本作業 

     クラウド利用に係る設定作業 

     庁内ネットワーク環境設定作業 

     設定作業（新規導入ノートパソコン３台など） 等 

   ・システムテスト 

     動作検証 

     職員研修 等 

  ②ハードウェア等機器費用 

   以下の項目ごとに、設置費用も含めて積算すること。 

   ・ノートパソコン   ３台 

   ・スキャナ      １台 

   ・ＱＲコードリーダー １台 

   ・その他周辺機器等 

 

【Ｂ：システム利用料等[月額]】 

  ①システム利用料（月額） 

   クラウド利用料や各機能の基本利用料、運用支援費用について積算すること。 

  ②システム保守費用（月額） 

   ハードウェア・ソフトウェアの保守費用について積算すること。 

（３）工程表について 

  ①契約から本稼働までの予定スケジュール 

  ②Ａ４版とし、様式は自由とする。ただし、止む無くＡ３版を使用する場合は、片袖折にして

綴じ込むこと。 


